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最 低 賃 金 の改 正 決定 に 係 る 関係 労 働者 及 び  

     関 係 使用 者 の 意 見聴 取 に関 す る 公 示  

 

 

 石 川 労 働局 一 般公 示 第 33 号  

 

  石川 地 方 最低 賃金 審 議 会 は、石 川県 最 低 賃 金の 改 正決 定 に つ

い て 調 査 審議 を 行 う た め 、 最低 賃 金法 （ 昭 和 34 年 法律 第 137

号 ） 第 25 条 第 ５項 の 規 定 に基 づ き、 関 係 労 働者 及 び関 係 使 用

者 の 意 見 を聴 く ので 、石 川 県の 区 域内 で 事 業 を営 む 使用 者 又 は

こ れ に 使 用 さ れ る 労 働 者 （ こ れ ら の 者 の 団 体 を 含 む 。） で あ っ

て 意 見 を 述べ よ うと す る も のは 、その 意 見 を 記載 し た文 書 を 令

和 ６ 年 ７ 月 26 日ま で に 、 石川 地 方最 低 賃 金 審議 会 （金 沢 市 西

念 ３ 丁 目 ４番 １ 号石 川 労 働 局労 働 基準 部 賃 金 室）あ て提 出 さ れ

た い 。  

 

  令和 ６ 年 ７月 11 日  

 

                         石 川 労働 局 長   八 木  健一  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（　　　　　　　　　　　　）

所 在 地

労 働 者 数 人

平均額　月額　　　　　　　　　　円(１時間当たり　　　　　円)

最低額　月額　　　　　　　　　　円(１時間当たり　　　　　円)

最低賃金に関するご意見を記入して下さい。(abc欄は、該当する記号に○印をお願いします。)

１　自社又は業界の経営環境はどうですか。

２　現在の最低賃金額 １時間９３３円についてどう思いますか。

b 妥当 c 低い d わからない e その他 ( )

３　最低賃金を改正する場合、最も考慮すべきなのは何でしょうか。

理由

４　その他、最低賃金に関するご意見を記入して下さい。

石川県最低賃金に関する意見聴取書(使用者用)

(　　　)才

（ フ リ ガ ナ ）

参 考 人 氏 名

( 関 係 使 用 者 )

事 業 場 名

役 職

事 業 内 容
(主な製品・サー
ビ ス 等 )

事業場の賃金

(注)最低賃金の対象とならない精皆勤手当、家族手当、通勤手当、時間外手当、休日手当は除く。

別添１

団 体 ・ 役 職

a 高い

a 賃金相場 b 物価、生計費 c 企業の賃金支払能力



（　　　　　　　　　　　　　　）

所 在 地

労 働 者 数 名

月額 　　 円(１時間当たり　　　　　円)　　

最低賃金に関するご意見を記入して下さい。(abc欄は、該当する記号に○印をお願いします。)

１　現在の最低賃金額 １時間９３３円についてどう思いますか。

b 妥当 c 低い e その他 ( )

２　最低賃金を改正する場合、最も考慮すべきなのは何でしょうか。

b 物価、生計費 c 企業の賃金支払能力

理由

３　その他、最低賃金に関するご意見を記入して下さい。

石川県最低賃金に関する意見聴取書(労働者用)

（ フ リ ガ ナ ）

参 考 人 氏 名

( 関 係 労 働 者 ) (　　　)才

事 業 場 名

職種・勤続年数

a 賃金相場

別添 ２

事 業 内 容
(主な製品・サー
ビ ス 等 )

参 考 人 の 賃 金
(注)最低賃金の対象とならない精皆勤手当、家族手当、通勤手当、時間外手当、休日手当は除く。

労働組合・役職

a 高い d わからない


